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利用規約につ

ご利用規約

・運営する宿

チェックイン

者様の クレ

のコピーでそ

なりますが、

の同意なく第

ご到着後の客

最大宿泊人数

用範囲） 

条 当館が宿

この約款に定

当館が、法令

します 

泊契約の申込

条 当館に宿

宿泊者名 

宿泊日及び

その他当館

宿泊客が、宿

点で新たな宿

泊契約の成立

条  宿泊契

で送ります。

前項の規定に

定する日まで

参照＞ 

申込金は、ま

たときは、違

ます。 

第２項の申込

うものとしま

。 

込金の支払い

条  前条第

じることがあ

宿泊契約の申

支払期日を指

ついて） 

・宿泊約款に

宿泊施設を指

ンの際、ご宿泊

レジットカー

その役目とさ

お客様へは

第三者に提供

客室の変更はで

数は、各部屋の

宿泊客との間で

定めのない事

令及び慣習に

込み） 

宿泊契約の申し

び到着予定時刻

館が必要と認め

宿泊中に前項

宿泊契約の申

立等） 

契約は、当館が

ただし、当

により宿泊契

でに、お支払

まず、宿泊客

違約金に次い

込金を同項の

ます。ただし

いを要しない

第２項の規定に

あります。 

申し込みを承

指定しなかっ

に適用される施

指します。 

泊全ての方に

ド情報のご記

させていただき

は事前にご連絡

供、または開示

できません。

の定員数＋２

で締結する宿

事項については

に反しない範囲

し込みをしよ

刻 

める事項 

項第(2)号の宿

申し込みがあ

が前条の申し

当館が承諾を

契約が成立した

払いいただきま

客が最終的に支

いで賠償金の順

の規定により当

し、申込金の支

いこととする特

にかかわらず

承諾するに当た

った場合は、前

施設（以下

に宿泊者名簿

記入をお願い

きます。また

絡とご説明を

示することは

 

２名までとな

宿泊契約及び

は、法令又は

囲で特約に応

ようとする者

宿泊日を超え

ったものとし

し込みを承諾

しなかったこ

たときは、宿

ます。支払方

支払うべき宿

順序で充当し

当館が指定し

支払期日を指

特約） 

ず、当館は、

たり、当館が

前項の特約に

「当館」と表

に記入してい

しております

たセキュリテ

をした上での

はありません

ります。 

これに関連す

は一般に確立

応じたときは

は、次の事項

て宿泊の継続

して処理しま

したときに成

ことを証明し

宿泊期間の基

方法は原則ク

宿泊料金に充

し、残額があ

した日までに

指定するにあ

契約の成立後

が前条第２項

に応じたもの

表示）は、（株

いただく他に

す。クレジッ

ィーデポジッ

手続きといた

ん。 

する契約は、

立された慣習に

は、前項の規定

項を当館に申

続を申し入れ

す。 

成立するもの

たときは、こ

基本宿泊料を限

レジットカー

充当し、第６条

あれば、第１２

お支払いいた

あたり、当館が

後同項の申込

項の申込金の支

として取り扱

株）Hokkaido

に、セキュリテ

ットカードをお

ットは、約款

たします。尚

この約款の定

によるものと

定にかかわら

申し出ていただ

れた場合、当館

のとします。予

この限りでは

限度として当

ードでの引き

条及び第１８

２条の規定に

ただけない場

がその旨を宿

込金の支払いを

支払いを求め

扱います。 

o Tracks Ma

ティデポジッ

お待ちでない

款１８条に該

尚、お客様の個

定めるところ

とします。 

らず、その特

だきます。 

館は、その申

予約確認書は

はありません

当館が定める

き落としとな

８条の規定を

による料金の

場合は、宿泊

宿泊客に告知

を要しないこ

めなかった場

P

nagement が

ットとして宿

い方は、運転

当した場合に

個人情報を、

ろによるもの

約が優先する

申し出がなさ

は eメール又

。 

申込金を、当

ります。＜別

適用する事態

支払いの際に

契約はその効

した場合に限

こととする特

合及び当該申
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宿泊

転免

に適

 

と

るも

れ

又は

当館

別表

態が

に返

効力

限り

特約

申込



 
（宿

第５

(1) 

(2) 

(3) 

ある

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

（宿

第６

２ 

によ

を解

１項

義務

３ 

の時

処理

 

（当館

第７

(1) 

ると

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

もの

 

（宿

第８

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

２ 

おう

 

（客

第９

ただ

２ 

加料

泊契約締結の

条 当館は、

宿泊の申込

満室（員）

宿泊しよう

と認められる

宿泊しよう

宿泊に関し

天災、施設

北海道旅館

泊客の契約解

条  宿泊客

当館は、宿泊

り当館が申込

除したときを

の特約に応じ

について、当

当館は、宿泊

刻を１時間経

することがあ

館の契約解除

条 当館は、

宿泊客が宿

き、又は同行

宿泊客が伝

宿泊に関し

天災等不可

北海道旅館

室内での喫

に限る。）に

泊の登録） 

条 宿泊客は

宿泊客の氏

外国人にあ

出発日及び

その他当館

宿泊客が第 1

とするときは

室の使用時間

条 宿泊客が

し、連続して

当館は、前項

金を申し受け

の拒否） 

次に掲げる場

込みが、この約

により客室の

とする者が、

るとき 

とする者が、

合理的な範囲

設の故障、その

館業法施行条例

解除権） 

客は、当館に申

泊客がその責

込金の支払期

を除きます。

じた場合にあ

当館が宿泊客

泊客が連絡を

経過した時刻

あります。 

除権） 

次に掲げる場

宿泊に関し、法

行為をしたと

伝染病者である

合理的な範囲

可抗力に起因す

館業法施行条例

喫煙、消防用設

に従わないと

は、宿泊日当

氏名、性別、住

あっては、国籍

び出発予定時刻

館が必要と認め

12 条の料金の

は、あらかじ

間） 

が当館の客室

て宿泊する場

項の規定にか

けます。＜別

場合において

約款によらな

の余裕がない

、宿泊に関し

、伝染病者で

囲を超える負

の他やむを得

例第５号の規

申し出て、宿

責めに帰すべき

期日を指定して

）は別表第

あっては、その

客に告知した

をしないで宿泊

刻）になっても

場合において

法令の規定、

と認められる

ると明らかに

囲を超える負

する事由によ

例第５号の規

設備等に対す

とき 

当日、当館の

住所及び職業

籍、旅券番号

刻 

める事項 

の支払いを、

じめ、前項の登

室を使用できる

場合においては

かかわらず、同

別表第４条参照

て、宿泊契約

ないとき 

いとき 

し、法令の規

であると明ら

負担を求められ

得ない事由に

規程する場合

宿泊契約を解

き事由により

てその支払い

３に掲げると

の特約に応じ

ときに限りま

泊日当日の午

も到着しない

ては、宿泊契

公の秩序も

とき 

に認められる

負担を求められ

より宿泊させ

規程する場合

するいたずら

フロントにお

業 

号、入国地及

旅行小切手

登録時にそれ

る時間は、午

は、到着日及

同項に定める

照＞ 

の締結に応じ

定、公の秩序

かに認められ

れたとき 

より宿泊させ

に該当すると

除することが

り宿泊契約の

いを求めた場

ところにより

じるに当たっ

ます。 

午後６時（あ

いときは、そ

約を解除する

しくは善良の

とき 

れたとき 

ることができ

に該当すると

、その他当館

おいて、次の

び入国年月日

、宿泊券、ク

れらを呈示し

午後３時から

及び出発日を

る時間外の客

じないことが

序もしくは善

れるとき 

せることがで

とき  

ができます。

全部又は一部

場合であって、

、違約金を申

て、宿泊客が

あらかじめ到着

の宿泊契約は

ることがあり

の風俗に反す

きないとき

とき 

館が定める利

事項を登録し

日 

クレジットカ

ていただきま

翌朝１０時ま

除き、終日使

客室の使用に応

があります。 

善良の風俗に反

できないとき 

 

部を解除した

、その支払い

申し受けます

が宿泊契約を

着予定時刻が

は宿泊客によ

ます。 

する行為をする

利用規則の禁止

していただき

カード等通貨に

ます。 

までとします

使用すること

応じることが

反する行為を

た場合（第３

いより前に宿

す。ただし、

を解除したと

が明示されて

より解除され

るおそれがあ

止事項（火災

きます。 

に代わり得る

す。（特約を

とができます

があります。

P

をするおそれ

条第２項の規

泊客が宿泊契

当館が第４条

きの違約金支

いる場合は、

たものとみな

あると認めら

災予防上必要

る方法により

除く。） 

。 

この場合には
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契約

条第

支払

そ

なし

れ

要な

行
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（料
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２ 

る方
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料金
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第１

えた

では
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賠償

 

（契

第１

よる他
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払い

由が

 

（寄

第１

理・

 

（宿

第１

責任

２ 

期間

 

（駐

第１

する

過失

 

 

 

 

 

用規則の遵守

０条 宿泊客

用規則の遵守

１条 当館の

レット、各所

金の支払い）

２条 宿泊客

前項の宿泊料

法により、事

当館が宿泊客

は申し受けま

館の責任） 

３条 当館は

ときは、その

ありません。

当館は、消防

責任保険に加

約した客室の

４条  当館

他の宿泊施設

当館は、前項

、その補償料

ないときは、

託物等の取扱

５条  当館

保管をお願い

泊客の手荷物

６条  宿泊

をもって保管

宿泊客がチェ

保管後、処分

車の責任） 

７条 宿泊客

ものであって

によって損害

守） 

客は、当館内

守） 

の主な施設等

所の掲示、客

 

客が支払うべ

料金等の支払

事前に支払い

客に客室を提

ます。 

は、宿泊契約

の損害を賠償

 

防機関から防

加入しており

の提供ができ

館は、宿泊客に

設をあっ旋す

項の規定にか

料は損害賠償

補償料を支

扱い） 

館はコンドミニ

いします。 

物又は携帯品

客の手荷物が

管し、宿泊客

ェックアウト

分いたします

客が当館の駐

て、車両の管

害を与えたと

内においては、

等の営業時間は

客室内の案内冊

べき宿泊料金等

払いは、通貨又

いもしくは、到

提供し、使用が

約及びこれに関

償します。ただ

防火自主点検や

ます。 

きないときの取

に契約した客

するものとしま

かかわらず他の

償額に充当しま

支払いません。

ニアムという

品の保管） 

が、宿泊に先

客がフロントに

トしたのち、宿

す。 

駐車場をご利用

管理責任まで負

ときは、その賠

、当館が定め

は別表第４の

冊子等で御案

等の内訳は、

又は当館が認

到着時にフロ

が可能になっ

関連する契約

だし、それが

や防災訓練の

取扱い） 

客室を提供で

ます。 

の宿泊施設の

ます。ただし

。 

う特質の為、

先立って当館

においてチェ

宿泊客の手荷

用になる場合

負うものでは

賠償の責めに

めて館内に掲

の通りです。

案内いたしま

別表第１に

認めた旅行小

ロントにおい

ったのち、宿

約の履行に当

が当館の責め

の指導を受け

きないときは

のあっ旋がで

し、客室が提

寄託物の保管

に到着した場

ェックインす

荷物又は携帯

合、車両のキ

はありません

に任じます。

掲示した利用規

またその他の

す。 

掲げるところ

小切手、宿泊券

いて行っていた

宿泊客が任意に

たり、又はそ

に帰すべき事

けておりますが

は、宿泊客の

きないときは

提供できないこ

管はできませ

場合は、その

る際お渡しし

帯品が当館に置

キーの寄託の如

ん。ただし、駐

 

規則に従って

の施設等の詳

ろによります

券、クレジッ

ただきます。

に宿泊しなか

それらの不履

事由によるも

が、万一の火

の了解を得て、

は、違約金相

ことについて

せん。お客様の

の到着前に当館

します。 

置き忘れられ

如何にかかわ

駐車場の管理

ていただきま

詳しい営業時

す。 

ットカード等

 

かった場合に

履行により宿

ものでないと

火災等に対処

、できる限り

相当額の補償

て、当館の責

の自己責任に

館が了解した

れていた場合

わらず、当館

理に当たり、

P

す。 

間は備え付け

これに代わり

おいても、宿

泊客に損害を

きは、この限

するため、旅

り同一の条件

料を宿泊客に

めに帰すべき

においてその

たときに限っ

において、一

は場所をお貸

当館の故意又
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けパ

り得

宿泊

を与

限り

旅館

件に

に支

き事

管

て

一定

貸し

又は



 
（宿

第１

てい

２ 

煙草

 

 

 

別表

 

宿泊

支払

《備

  

別表

  

（5

冬期

（1

 

別表

【夏

不泊

100

【冬

不泊

100

 

   

 

泊客の責任）

８条  宿泊

ただきます。

全棟全室禁煙

の匂いや形跡

第１ 宿泊料

泊客が 

払うべき総額

考》１．基本

第２ 申込金

 夏期 

/1～12/1） 

期 

2/1～5/1） 

第３ 違約金

期】 

泊 ご到着

0%  100% 

期 】 

泊 ご到着

0%  100% 

 

客の故意又は

また、状況

煙となってお

跡が認められ

料金等の内訳

額 

本宿泊料はル

金と支払につ

必要

残金

ドに

 

ご到

 

※申

ます

ます

 

残金

す。

 

ご到

※お

 

金について(第

着日 前日 

100% 

着日 前日 

100% 

は過失により

況によっては保

おりますのでお

れた場合は、そ

訳（第２条第

 

宿泊料

追加料

ルームチャージ

ついて(第３条

要なし 

金の支払：ご

にてお支払い

到着日が 60 日

申込金支払後

す。7泊以降

す。 

金の支払：ご

。※カードの

到着日から６

お支払い後の

第６条第２項

２日前 

20% 

２日前 

100% 1

 

り当館が損害

保険請求手続

お煙草をお吸

その損害を賠

１項及び第 1

料金 

料金 

ジです。 

条関係)  

ご到着日、チ

いください。

日以上のご予

後、7日以内に

に取り消しの

ご到着日から

の変更は、残金

６０日以内の

の取消しは１

項関係) 

３日前 ５

20% 20

３日前 ５日

100% 100

を被ったとき

続料をお支払

吸いのお客様

賠償していた

12 条第１項関

基本宿泊料

 他の利用

ェックイン時

予約の場合：

に取消しの場

の場合、デポ

６０日前に申

金支払期限前

ご予約の場合

００％取消し

日前 ６日前

% 20% 

日前 ６日前

0% 100%

きは、当該宿

払いいただきま

様は屋外喫煙ス

だきます。

関係） 

内   

料（室料）

用料金 

時に弊社フロ

ご宿泊料金の

場合、10,000

ポジットの 10

申込金支払の

前迄に書面に

合：宿泊料金

しチャージの

前 ７日前 

- 

前 ７日前 

100%

宿泊客は当館に

ます。 

スペースにて

     

ロントにて現金

の２０％ 

円の取消し手

00％が取り消

のクレジットカ

にてお知らせ下

金の１００％ 

の対象となりま

１５日

前 

３

- 

１５日前 

100%

に対し、その

てお願いいた

    訳

金またはクレ

手数料差し引

消しチャージの

カードにて頂

下さい。 

ます。 

３０日前 ６

- 

３０日

前 

100% 

P

の損害を賠償

します。室内

訳 

レジットカー

引き後返金し

の対象となり

頂戴いたしま

６０日前 

- 

６０日

前 

100%
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償し

内で

ー

り



 
別表第

 

フ

チ

チ

 

 

 

 

 

 

お

お

サ

 

お

お

サ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 利用規

ロントデスク

ェックイン/

ェックアウ

部屋の清掃 

部屋の 

ービス 

部屋の清掃 

部屋の 

ービス 

規約について

夏期（

ク ８：０

/ 

ト 

チェッ

チェッ
アーリ

に添え

事前の

 
 

 

宿泊
お客様

Servic

 

サー
-タオル

-ゴミの

-8 日以

ッチン

コーヒ

まれま

 

サー
-デイリ

の回収

コーヒ

まれま

（第１１条関

（5/1～12/1）

００～１８：

ックイン   

ックアウト  
ーチェックイ

ない場合もご

お申込が必要

タイプ 
の選ばれた、

e Type の欄に

ビ ス付き
ルの交換を 1日

の回収を 1日お

以上のご宿泊は

、バスルーム

ー、紅茶、緑

す。（コーヒ

ビス無し
リークリーニン

、キッチン、

ー、紅茶、緑

す。（コーヒ

関係） 

 

００ 

１５：００

１０：００
ン、レイトチ

ざいます）

です。 

サービス無（

に明記されてお

き (Serv
日おきに行いま

おきに行います

は週 1回の清掃

の清掃）を行

茶、砂糖、塩

ー、紅茶、緑

し (Eco) 
ングサービス有

バスルームの

茶、砂糖、塩

ー、紅茶、緑

～１８：００

 
ェックアウト

Eco）、又はサ

おります。 

viced) 
ます。（到着日

す。（到着日、

掃（タオル交換

います。 

、コショウ、

茶等の消耗品

有り。ベッドメ

簡易清掃を毎

、コショウ、

茶等の消耗品

冬期（1

８：００

０ 

 30 分毎に 1

サービス付 (S

日、出発日を除

出発日を除く

換、ゴミの回収

タオル類、リ

の補充につき

メイク(リネン

日行います。

タオル類、リ

の補充につき

2/1～5/1） 

０～２１：３

,000 円の追加

Serviced)はお

除く） 

く） 

収、ベットリネ

ンスインシャ

ましてはお客

ン交換は 2 日に

 

ンスインシャ

ましてはお客

３０ 

加料金（都合に

お見積書やご予

ネンの交換、リ

ンプー、ボデ

客様のご負担と

に 1回)、タオル

ンプー、ボデ

客様のご負担と

P

によりご希望

予約確認書の

リビング、キ

ディソープが含

なります。）

ル交換、ゴミ

ディソープが含

なります。）
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含

含

 



 

1. 当

せ

2. 施

す

あ

3. 備

 

4. 当

お

も

負

当施設は、ペッ

せていただきま

A. 室内で

また、

宿泊料

B. トイレの

C. 予防接

D. 保健所

E. 発情期

F. 伝染病

G. 無駄吠

 

施設内で皆様

す。お守りいた

あります。 

A. ご旅行

B. ご入室

C. 抜け毛

D. 施設敷

E. 散歩中

F. お部屋

G. また、

H. 施設内

I. ペット

J. ペット

K. またそ

行為が

L. 客室清

必ず管

M. ペット

修理代

N. チェッ

 

備品類のご利用

  ペット（

当施設は、ペッ

お客様ご自身

も、当社は一切

負いかねます。

ット（犬）とご宿

ました。また、当

で飼われてい

大きさは 1 匹

料金：5,000 円

のしつけが出

接種を受けて

所において畜

期のペット（犬

病に感染の恐

吠えをしないし

様が快適に過ご

ただけない場合

行出発前にシ

室の際には足

毛や汚れの処

敷地内の植栽

中及び、お部

屋の浴室のご

ベットや、寝具

内の公共の場

（犬）の食事、

（犬）を部屋に

その際は最大

があった場合速

清掃時に、ペ

管理をお願い

（犬）が施設内

代等実費請求

ックイン、チェッ

用後は元の位

犬）用備品は

ット（犬）とご一

の責任におい

切の責任を負

。 

宿泊いただける

当施設を維持

いるペット（犬）に

匹あたり、6 キロ

円/匹 （7 泊 8

出来ている生後

いること。（証

畜犬登録が完了

犬）はご遠慮下

恐れの無いペッ

しつけがされて

ごしていただけ

合、又は虚偽

シャンプーや入

足の汚れを落と

処理をしてくだ

栽等の中で糞尿

屋での糞は各

ご利用は、感染

具の中にペ ッ

場ではケージ又

ベット、ケイジ

に残したまま外

2 時間とします

速やかに飼い

ット（犬）がドア

いします。 

内の家具、備品

求させていただ

ックアウトのとき

位置にお戻し下

は、食器（食事

一緒に過ごす施

いて管理されま

いかねます。

る施設です。皆

持していく為に

に限り、同伴ペ

ログラム以下に

8 日ごと） 

後半年以上の

証明書コピーの

了していること

下さい。 

ット（犬）。 

ていること。 

けるよう、ご利用

の内容があっ

入浴等をお済ま

としてください。

さい。浴室での

尿の排泄をさ

各自責任をもっ

染症の恐れがあ

ット（犬）を入れ

又はペットキャ

ジ、リード、首輪

外出される場合

す。またペット

い主に連絡いた

アを開けたとき

品その他に損

だきます。 

きは、移動用キ

下さい。 

用、水飲み用

施設を提供す

ますようお願い

またペット（犬

ペット同伴宿

 

皆様が気持ち

にもご理解、ご

ペット数は 2 匹

に限ります。 

ペット（犬）であ

の携帯をお願い

と。 

用前、ご利用

った場合には、

ませ下さい。

。 

のシャンプー

せないでくだ

って処理してく

ありますのでご

れないで下さい

ャリーで移動し

輪、トイレシー

合、ケイジに入

ト（犬）の無駄吠

たします。 

き逃げたり、スタ

損害を与えた場

キャリーケース

用）です。 

するものであり、

いします。万が

犬）に起因する

泊規約 

ちよくご宿泊し

協力お願い申

匹までといたし

あること。 

いします。） 

時には下記の

、ご退室または

は禁止させて

さい。 

ください。 

ご遠慮下さい。

い。 

してください。

ート等はご持参

入れてください

吠え等で他の

タッフに噛み付

場合、飼い主の

スに入れてくだ

、ペット（犬）を

が一当施設ご利

るお客様同士の

ていただく為

申し上げます。

します。 

の点をお守りい

は、当施設のご

ていただきます

。 

参下さい。 

い。 

のお客様にご迷

付いたりしない

の責任と負担

ださい。 

をお預かりする

利用中に、不

のトラブルにつ

、以下のご利

。 

いただきますよ

ご利用をお断

す。 

迷惑がかかる 

いよう、 

担において、 

るものではあり

不測の事故に遭

つきましても同

P

利用条件を設け

ようお願いしま

断りすることが

りませんので、

遭われまして

同様に、責任を
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けさ

ま

を


